
一

第
一
章　

委
員
会
の
組
織　
　

第
一
節　

常
任
委
員
会
及
び
特
別
委
員
会　
　

（
一
）

第
一
章　

委
員
会
の
組
織

第
一
節　
常
任
委
員
会
及
び
特
別
委
員
会

一　

常
任
委
員
会
は
、
十
七
種
と
す
る

常
任
委
員
会
の
種
類
は
、
国
会
法
に
内
閣
、
総
務
、
法
務
、
外
交
防
衛
、
財
政
金
融
、
文
教
科
学
、
厚
生
労
働
、
農
林

水
産
、
経
済
産
業
、
国
土
交
通
、
環
境
、
国
家
基
本
政
策
、
予
算
、
決
算
、
行
政
監
視
、
議
院
運
営
及
び
懲
罰
委
員
会

の
十
七
種
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。

（
注
）
常
任
委
員
会
の
種
類
は
、
第
一
回
国
会
か
ら
第
五
回
国
会
ま
で
は
二
十
一
種
、
第
六
回
国
会
か
ら
第
二
十
一
回
国
会
ま
で
は
二 

十
二
種
、
第
二
十
二
回
国
会
か
ら
第
百
二
十
回
国
会
ま
で
は
十
六
種
、
第
百
二
十
一
回
国
会
か
ら
第
百
四
十
六
回
国
会
ま
で
は

十
七
種
、
第
百
四
十
七
回
国
会
か
ら
第
百
五
十
回
国
会
ま
で
は
十
八
種
で
あ
っ
た
が
、
第
百
五
十
一
回
国
会
か
ら
十
七
種
に
改

め
ら
れ
た
。

参
照　

諸
表
一

国
第
四
一
条



二

二　

常
任
委
員
会
の
所
管
は
、
各
省
庁
別
と
す
る

各
常
任
委
員
会
の
所
管
は
、
参
議
院
規
則
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
各
省
庁
別
に
定
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
所
管
は
全

体
と
し
て
国
政
全
般
に
わ
た
る
よ
う
に
配
分
さ
れ
て
い
る
。

（
注
）
各
常
任
委
員
会
の
所
管
は
、
当
初
事
項
別
で
あ
っ
た
が
、
第
三
回
国
会
に
お
け
る
参
議
院
規
則
の
一
部
改
正
（
昭
和
二
十
三
年

十
月
十
一
日
議
決
）
に
よ
り
各
省
庁
別
に
、
第
二
十
二
回
国
会
に
お
け
る
参
議
院
規
則
の
一
部
改
正
（
昭
和
三
十
年
三
月
十
八

日
議
決
）
に
よ
り
事
項
別
に
改
め
ら
れ
、
そ
の
後
、
第
百
五
十
回
国
会
に
お
け
る
参
議
院
規
則
の
一
部
改
正
（
平
成
十
二
年
十 

一
月
二
十
九
日
議
決
）
に
よ
り
、
第
百
五
十
一
回
国
会
召
集
日
（
平
成
十
三
年
一
月
三
十
一
日
）
か
ら
再
び
現
在
の
各
省
庁
別

に
改
め
ら
れ
た
。

三　

特
別
委
員
会
は
、
議
院
の
議
決
に
よ
り
設
置
す
る

特
別
委
員
会
は
、
議
院
に
お
い
て
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
案
件
又
は
常
任
委
員
会
の
所
管
に
属
し
な
い
特
定
の
案

件
を
審
査
又
は
調
査
す
る
た
め
、
議
院
の
議
決
に
よ
り
設
置
す
る
。

（
注
）
1　

 

特
別
委
員
会
の
設
置
は
、
国
会
法
に
当
初
「
常
任
委
員
会
の
所
管
に
属
し
な
い
特
定
の
案
件
を
審
査
す
る
た
め
」
と
の
み

規
第
七
四
条

国
第
四
五
条



三

第
一
章　

委
員
会
の
組
織　
　

第
一
節　

常
任
委
員
会
及
び
特
別
委
員
会　
　

（
二
―
四
）

定
め
ら
れ
て
い
た
が
、
第
一
回
国
会
以
来
議
院
に
お
い
て
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
案
件
の
審
査
の
た
め
に
も
特
別
委

員
会
を
設
置
し
た
先
例
に
鑑
み
、
第
二
十
一
回
国
会
に
お
け
る
国
会
法
の
一
部
改
正
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
三
号
）
に
よ

り
こ
れ
が
明
文
化
さ
れ
た
。

2　
 

資
格
争
訟
特
別
委
員
会
は
、
議
員
か
ら
他
の
議
員
の
資
格
に
つ
い
て
訴
状
が
提
出
さ
れ
た
と
き
設
置
さ
れ
た
も
の
と
す
る

と
参
議
院
規
則
第
百
九
十
三
条
の
二
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。

参
照　

三
二
〇
号
、
諸
表
三

四　

特
別
委
員
会
の
名
称
及
び
目
的
は
、
設
置
の
議
決
で
定
め
る

特
別
委
員
会
の
名
称
及
び
目
的
は
、
そ
の
設
置
の
際
の
議
院
の
議
決
で
定
め
る
。

な
お
、
特
別
委
員
会
の
名
称
及
び
目
的
を
議
院
の
議
決
で
変
更
し
た
例
が
あ
る
。

参
照　

七
号
、
三
二
〇
号
、
諸
表
三



四

五　

特
別
委
員
会
の
消
滅
時
期

特
別
委
員
会
は
、
付
託
さ
れ
た
案
件
が
議
院
の
会
議
に
お
い
て
議
決
さ
れ
た
と
き
に
消
滅
す
る
が
、
会
期
中
に
審
査
又

は
調
査
が
終
わ
ら
な
か
っ
た
場
合
は
、
会
期
の
終
了
と
同
時
に
消
滅
す
る
。
た
だ
し
、
閉
会
中
も
な
お
継
続
し
て
審
査

又
は
調
査
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
次
の
国
会
の
開
会
と
同
時
に
消
滅
す
る
。

○
特
別
委
員
会
の
消
滅
時
期
に
関
す
る
議
院
運
営
委
員
会
決
定

第
一
回
国
会
議
院
運
営
委
員
会
（
昭
和
二
十
二
年
十
二
月
三
日
）

特
別
委
員
会
は
、
会
期
の
終
了
と
同
時
に
消
滅
す
る
も
の
と
す
る
。

第
二
回
国
会
閉
会
後
の
議
院
運
営
委
員
会
（
昭
和
二
十
三
年
十
月
九
日
）

閉
会
中
継
続
し
て
審
査
を
行
っ
た
特
別
委
員
会
は
、
第
三
回
国
会
の
開
会
と
同
時
に
消
滅
す
る
。

参
照　

三
二
一
号

国
第
四
五
条

（
国
第
四
七
条
）



五

第
一
章　

委
員
会
の
組
織　
　

第
一
節　

常
任
委
員
会
及
び
特
別
委
員
会　
　

（
五
）

第
二
節　

常
任
委
員
及
び
特
別
委
員　
　

（
六
）

第
二
節　
常
任
委
員
及
び
特
別
委
員

六　

常
任
委
員
の
数
は
、
十
人
な
い
し
四
十
五
人
と
す
る

各
常
任
委
員
会
の
委
員
の
数
は
、
参
議
院
規
則
に
お
い
て
、
法
務
、
外
交
防
衛
、
文
教
科
学
、
農
林
水
産
、
経
済
産
業

及
び
環
境
の
六
委
員
会
は
二
十
一
人
、
内
閣
委
員
会
は
二
十
二
人
、
総
務
、
財
政
金
融
、
厚
生
労
働
、
国
土
交
通
及
び

議
院
運
営
の
五
委
員
会
は
二
十
五
人
、
国
家
基
本
政
策
委
員
会
は
二
十
人
、
決
算
委
員
会
は
三
十
人
、
行
政
監
視
委
員

会
は
三
十
五
人
、
予
算
委
員
会
は
四
十
五
人
、
懲
罰
委
員
会
は
十
人
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。

（
注
）
内
閣
、
総
務
、
法
務
、
外
交
防
衛
、
財
政
金
融
、
文
教
科
学
、
厚
生
労
働
、
農
林
水
産
、
経
済
産
業
、
国
土
交
通
、
環
境
の
各

委
員
を
第
一
種
委
員
と
い
い
、
国
家
基
本
政
策
、
予
算
、
決
算
、
行
政
監
視
、
議
院
運
営
、
懲
罰
の
各
委
員
を
第
二
種
委
員
と

い
う
。
第
一
種
委
員
の
総
数
は
二
四
八
人
（
議
員
の
定
数
）
と
な
る
よ
う
定
め
ら
れ
て
い
る
。

参
照　

諸
表
一

規
第
七
四
条



六

七　

特
別
委
員
の
数
は
、
設
置
の
議
決
で
定
め
る

特
別
委
員
会
の
委
員
の
数
は
、
設
置
の
目
的
等
を
考
慮
し
、
特
別
委
員
会
設
置
の
際
の
議
院
の
議
決
で
定
め
る
。

な
お
、
特
別
委
員
会
の
名
称
及
び
目
的
の
変
更
に
伴
い
、
委
員
の
数
を
増
加
し
た
例
が
あ
る
。

参
照　

四
号
、
三
二
〇
号
、
諸
表
三

八　

議
員
は
、
少
な
く
と
も
一
個
の
常
任
委
員
と
な
り
、
同
時
に
二
個
を
超
え

る
常
任
委
員
と
な
る
こ
と
は
で
き
な
い

議
員
は
、
少
な
く
と
も
一
個
の
常
任
委
員
と
な
る
。
こ
の
場
合
、
議
員
は
第
一
種
委
員
（
内
閣
、
総
務
、
法
務
、
外
交

防
衛
、
財
政
金
融
、
文
教
科
学
、
厚
生
労
働
、
農
林
水
産
、
経
済
産
業
、
国
土
交
通
、
環
境
の
各
委
員
）
の
う
ち
の
い

ず
れ
か
の
委
員
に
選
任
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
議
長
、
副
議
長
、
内
閣
総
理
大
臣
そ
の
他
の
国
務
大
臣
、
内
閣
官
房
副
長

官
、
内
閣
総
理
大
臣
補
佐
官
、
副
大
臣
、
大
臣
政
務
官
又
は
大
臣
補
佐
官
の
任
に
あ
る
議
員
は
、
そ
の
選
任
さ
れ
た
常

任
委
員
を
辞
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

議
員
は
、
同
時
に
二
個
を
超
え
る
常
任
委
員
と
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
議
員
が
二
個
の
常
任
委
員
と
な
る
場
合
は
、

規
第
七
八
条

国
第
四
二
条

規
第
七
四
条

　
の
二
〓
〓



七

第
一
章　

委
員
会
の
組
織　
　

第
二
節　

常
任
委
員
及
び
特
別
委
員　
　

（
七
―
九
）

そ
の
う
ち
の
一
個
は
第
二
種
委
員
（
国
家
基
本
政
策
、
予
算
、
決
算
、
行
政
監
視
、
議
院
運
営
、
懲
罰
の
各
委
員
）
に

限
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
議
長
、
内
閣
総
理
大
臣
等
が
第
一
種
の
常
任
委
員
を
辞
任
し
た
と
き
は
、
そ
の
者
が
属
す
る
会

派
の
議
員
が
そ
の
委
員
を
兼
ね
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
議
員
は
同
時
に
二
個
を
超
え
る
常
任
委
員

と
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
そ
の
委
員
を
兼
ね
よ
う
と
す
る
議
員
が
既
に
第
二
種
委
員
を
兼
ね
て
い
る
と
き
は
、

あ
ら
か
じ
め
こ
れ
を
辞
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
注
）
第
二
十
一
回
国
会
に
お
け
る
国
会
法
の
一
部
改
正
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
三
号
）
に
よ
り
、
第
四
十
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
及

び
第
三
項
の
規
定
が
設
け
ら
れ
た
。

九　

常
任
委
員
及
び
特
別
委
員
は
、
各
会
派
の
所
属
議
員
数
の
比
率
に
よ
り
各

会
派
に
割
り
当
て
、
議
院
の
会
議
に
お
い
て
選
任
す
る

常
任
委
員
は
、
議
院
運
営
委
員
会
理
事
会
に
お
い
て
、
第
一
種
及
び
第
二
種
の
各
委
員
に
つ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
各
会
派
所

属
議
員
数
の
比
率
に
よ
り
各
会
派
に
割
り
当
て
、
各
会
派
の
申
出
に
基
づ
き
、
議
院
の
会
議
に
お
い
て
選
任
す
る
。

な
お
、
会
派
に
属
し
な
い
議
員
に
は
第
一
種
委
員
の
み
を
割
り
当
て
る
。
ま
た
、
議
院
運
営
委
員
に
つ
い
て
は
、
所
属

議
員
十
人
未
満
の
会
派
に
は
割
り
当
て
な
い
。

国
第
四
六
条



八

特
別
委
員
は
、
議
院
運
営
委
員
会
理
事
会
に
お
い
て
、
特
別
委
員
会
設
置
当
日
の
各
会
派
所
属
議
員
数
の
比
率
に
よ
り

各
会
派
に
割
り
当
て
、
各
会
派
の
申
出
に
基
づ
き
、
議
院
の
会
議
に
お
い
て
選
任
す
る
。

（
注
）
第
十
五
回
国
会
閉
会
後
の
参
議
院
緊
急
集
会
に
お
け
る
議
院
運
営
委
員
会
（
昭
和
二
十
八
年
三
月
二
十
日
）
に
お
い
て
、
議
院

運
営
委
員
は
今
後
所
属
議
員
十
人
以
上
の
会
派
に
割
り
当
て
る
旨
の
決
定
が
あ
っ
た
。

参
照　

一
〇
号
、
三
二
二
号

一
〇　

委
員
の
各
会
派
割
当
数
の
変
更

常
任
委
員
及
び
特
別
委
員
の
割
当
選
任
後
、
各
会
派
の
所
属
議
員
数
に
異
動
が
あ
っ
た
た
め
、
委
員
の
各
会
派
割
当
数

を
変
更
す
る
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
議
院
運
営
委
員
会
理
事
会
に
お
い
て
そ
の
割
当
数
の
変
更
を
決
定
す
る
。

な
お
、
各
会
派
に
対
す
る
委
員
の
割
当
数
と
従
前
の
割
当
数
と
の
調
整
は
、
委
員
の
辞
任
及
び
補
欠
選
任
の
手
続
に
よ

り
行
う
の
を
例
と
す
る
。

○
常
任
委
員
等
の
割
当
変
更
の
基
準
に
関
す
る
議
院
運
営
委
員
会
理
事
会
決
定

第
八
十
六
回
国
会
閉
会
後
の
議
院
運
営
委
員
会
理
事
会
（
昭
和
五
十
三
年
十
二
月
二
十
一
日
）

常
任
委
員
等
の
各
会
派
へ
の
割
当
配
分
は
、
通
常
選
挙
後
初
め
て
召
集
さ
れ
る
国
会
の
冒
頭
に
お
い
て
行
う
が
、
そ
の

国
第
四
六
条



九

第
一
章　

委
員
会
の
組
織　
　

第
二
節　

常
任
委
員
及
び
特
別
委
員　
　

（
一
〇
）

後
の
会
派
又
は
議
員
の
異
動
に
よ
り
、
こ
れ
を
変
更
す
る
場
合
は
次
の
基
準
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一　

割
当
変
更
を
行
う
時
期

(1)　

常
会
の
冒
頭
に
お
い
て
は
、
割
当
再
計
算
を
行
い
、
割
当
数
に
変
動
の
あ
る
場
合
は
調
整
を
行
う
。

(2)　

そ
の
他
の
国
会
の
冒
頭
に
お
い
て
も
、
割
当
再
計
算
を
行
い
、
割
当
数
に
変
動
の
あ
る
場
合
は
原
則
と
し
て

調
整
を
行
う
。
た
だ
し
、
合
意
に
よ
り
部
分
的
な
調
整
に
と
ど
め
、
又
は
次
の
常
会
ま
で
持
ち
越
す
こ
と
も

で
き
る
。

(3)　

会
期
の
途
中
に
お
い
て
は
、
原
則
と
し
て
割
当
調
整
は
行
わ
な
い
。
た
だ
し
、
会
派
の
結
成
、
解
散
等
に
よ

り
会
派
所
属
議
員
数
に
変
動
が
あ
り
必
要
な
場
合
に
は
、
割
当
再
計
算
を
行
い
調
整
を
行
う
。

二　

割
当
変
更
の
際
の
調
整
方
法

白
紙
に
戻
し
て
の
全
面
的
な
割
当
替
え
は
、
や
む
を
得
な
い
場
合
の
ほ
か
は
行
わ
ず
、
割
当
数
値
に
変
動
の
あ
る

範
囲
内
で
行
う
。

参
照　

九
号



一
〇

一
一　

通
常
選
挙
後
初
め
て
召
集
さ
れ
る
国
会
に
お
い
て
は
、
改
選
期
に
当
た

ら
な
か
っ
た
議
員
は
全
て
常
任
委
員
を
辞
任
し
、
新
た
に
全
常
任
委
員

を
選
任
す
る
の
を
例
と
す
る

常
任
委
員
は
、
議
員
の
任
期
中
そ
の
任
に
あ
る
定
め
で
あ
る
が
、
通
常
選
挙
後
初
め
て
召
集
さ
れ
る
国
会
に
お
い
て
は
、

改
選
期
に
当
た
ら
な
か
っ
た
議
員
は
全
て
常
任
委
員
を
辞
任
し
、
新
た
に
全
常
任
委
員
を
選
任
す
る
の
を
例
と
す
る
。

た
だ
し
、
第
三
十
二
回
国
会
、
第
百
六
十
七
回
国
会
、
第
百
七
十
五
回
国
会
及
び
第
百
八
十
四
回
国
会
に
お
い
て
は
、

改
選
期
に
当
た
ら
な
か
っ
た
議
員
は
常
任
委
員
を
辞
任
せ
ず
、
新
た
に
当
選
し
た
議
員
に
つ
い
て
の
み
常
任
委
員
の
選

任
を
行
っ
た
。

な
お
、
補
欠
選
挙
等
に
よ
り
当
選
し
た
議
員
の
常
任
委
員
の
選
任
は
、
議
長
が
そ
の
議
員
を
議
院
の
会
議
に
お
い
て
紹

介
し
た
際
行
う
の
を
例
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
十
六
回
国
会
以
後
、
閉
会
中
に
当
選
し
た
議
員
の
常
任
委
員
の
選
任

は
、
閉
会
中
に
行
う
の
を
例
と
す
る
。

参
照　

九
号
、
一
五
号

国
第
四
二
条



一
一

第
一
章　

委
員
会
の
組
織　
　

第
二
節　

常
任
委
員
及
び
特
別
委
員　
　

（
一
一
、
一
二
）

一
二　

同
一
議
員
の
委
員
の
変
更
は
、
一
日
一
回
限
り
と
す
る

同
一
議
員
の
委
員
の
変
更
は
、
一
日
一
回
限
り
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
種
、
第
二
種
及
び
国
会
法
第
四

十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
兼
務
す
る
第
一
種
の
常
任
委
員
並
び
に
特
別
委
員
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別

個
に
取
り
扱
う
。

委
員
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
委
員
長
か
ら
委
員
会
に
報
告
す
る
の
を
例
と
す
る
。

○
委
員
の
辞
任
及
び
補
欠
の
取
扱
い
に
関
す
る
議
院
運
営
委
員
会
決
定

第
二
十
四
回
国
会
議
院
運
営
委
員
会
（
昭
和
三
十
一
年
二
月
二
十
日
）

常
任
委
員
又
は
特
別
委
員
の
辞
任
及
び
補
欠
の
件
は
、
当
分
の
間
、
本
委
員
会
に
諮
る
こ
と
な
く
、
次
の
基
準
に
よ
っ

て
こ
れ
を
処
理
す
べ
き
も
の
と
し
、
な
お
、
委
員
変
更
の
通
知
を
受
け
た
当
該
委
員
長
は
、
委
員
会
に
そ
の
旨
報
告
す

る
こ
と
。

一　

同
一
議
員
の
委
員
の
変
更
は
、
一
日
一
回
限
り
と
す
る
。

二　

委
員
の
変
更
時
点
は
、
事
務
局
に
お
い
て
会
派
か
ら
の
届
出
を
受
理
し
た
時
と
す
る
。

な
お
、
第
二
十
四
回
国
会
議
院
運
営
委
員
会
理
事
会
（
昭
和
三
十
一
年
二
月
二
十
一
日
）
に
お
い
て
、
右
決
定
の
取
扱
い

に
つ
い
て
常
任
委
員
の
第
一
種
委
員
及
び
第
二
種
委
員
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
個
に
取
り
扱
う
こ
と
に
決
定
し
た
。

（
規
第
三
〇
条
）



一
二

第
三
節　
委
員
長
及
び
理
事

第
一
款　
委
員
長

一
三　

委
員
長
は
、
委
員
会
の
議
事
を
整
理
し
、
秩
序
を
保
持
す
る
と
と
も
に

委
員
会
を
代
表
す
る

委
員
長
は
、
委
員
会
の
議
事
を
整
理
し
、
秩
序
を
保
持
す
る
と
と
も
に
委
員
会
を
代
表
す
る
。

参
照　

三
二
三
号

一
四　

常
任
委
員
長
は
、
議
院
の
会
議
に
お
い
て
当
該
委
員
会
の
委
員
の
中
か

ら
選
任
す
る 

常
任
委
員
長
は
、
各
会
派
に
配
分
す
る
の
を
例
と
す
る

常
任
委
員
長
は
、
議
院
の
会
議
に
お
い
て
当
該
委
員
会
の
委
員
の
中
か
ら
選
任
す
る
。

国
第
四
八
条

｢

国
第
五
四
条 

の
四
」　
　

国
第
二
五
条

規
第
一
六
条

　
第
一
九
条



一
三

第
一
章　

委
員
会
の
組
織　
　

第
三
節　

委
員
長

及
び
理
事　
　

第
一
款　

委
員
長　
　

（
一
三
、
一
四
）

常
任
委
員
長
は
、
議
院
運
営
委
員
会
理
事
会
に
お
い
て
、
議
員
定
数
を
常
任
委
員
長
数
で
除
し
て
得
た
数
以
上
の
議
員

が
所
属
す
る
会
派
に
、
そ
の
所
属
議
員
数
に
比
例
し
て
配
分
し
、
議
院
の
会
議
に
お
い
て
は
、
当
該
会
派
の
推
薦
に
基

づ
き
こ
れ
を
選
任
す
る
の
を
例
と
す
る
。

（
注
）
第
三
十
二
回
国
会
昭
和
三
十
四
年
七
月
一
日
の
議
院
の
会
議
に
お
い
て
、
内
閣
、
社
会
労
働
、
商
工
及
び
運
輸
の
各
委
員
長
を

選
任
す
る
に
当
た
り
、
常
任
委
員
長
の
配
分
に
つ
き
会
派
間
の
調
整
が
調
わ
な
い
た
め
、
そ
の
選
挙
は
い
ず
れ
も
投
票
に
よ
り

行
っ
た
。

第
四
十
回
国
会
昭
和
三
十
七
年
一
月
二
十
四
日
の
議
院
の
会
議
に
お
い
て
、
同
日
の
議
院
運
営
委
員
会
理
事
会
に
お
け
る
本
院

の
運
営
に
関
す
る
次
の
申
合
せ
に
よ
る
配
分
に
基
づ
き
、
常
任
委
員
長
を
選
任
し
た
。

　
　

申　
　

合　
　

せ

各
会
派
は
、
参
議
院
の
正
常
な
運
営
を
期
す
る
た
め
共
同
の
責
任
の
下
に
良
識
あ
る
行
動
を
と
り
良
き
慣
行
を
確
立
す
る
こ

と
を
申
合
せ
る
。

一　

右
の
申
合
せ
に
基
づ
き
常
任
委
員
長
及
び
特
別
委
員
長
を
別
紙
(一)
の
と
お
り
配
分
す
る
。

二　

常
任
委
員
長
の
選
任
は
、
こ
の
申
合
せ
に
基
づ
き
議
長
の
指
名
に
よ
る
こ
と
と
す
る
が
、
国
会
法
、
参
議
院
規
則
、

重
要
な
慣
例
又
は
こ
の
申
合
せ
に
も
と
る
行
為
に
よ
っ
て
議
院
の
運
営
が
著
し
く
不
正
常
に
な
っ
た
場
合
は
、
国
会

法
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。



一
四

三　

各
会
派
は
、
委
員
長
の
中
立
性
に
制
約
を
加
え
て
は
な
ら
な
い
。

　

委
員
長
に
別
紙
(二)
に
掲
げ
る
よ
う
な
行
為
が
あ
っ
た
場
合
は
、
国
会
法
第
三
十
条
の
二
に
該
当
す
る
も
の
と
認
め
る
。

別
紙　

(一)

委
員
長
の
各
会
派
に
対
す
る
配
分
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

(ｲ)　

常

任

委

員

長

　
　
　
　

自

由

民

主

党　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
一

　
　
　
　

日

本

社

会

党　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三

　
　
　
　

民

主

社

会

党　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一

　
　
　
　

無
所
属
ク
ラ
ブ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一

　

(ﾛ)　

特

別

委

員

長

　
　
　
　

日

本

社

会

党　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一

　
　
　
　

参
議
院
同
志
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一

　

こ
れ
ら
の
配
分
は
、
次
の
通
常
選
挙
後
再
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。

別
紙　

(二)

一　

正
当
な
理
由
が
な
い
に
か
か
わ
ら
ず
委
員
会
を
開
会
し
な
い
こ
と
。



一
五

第
一
章　

委
員
会
の
組
織　
　

第
三
節　

委
員
長
及
び
理
事　
　

第
一
款　

委
員
長　
　

（
一
五
）

二　

み
だ
り
に
休
憩
又
は
散
会
を
宣
告
す
る
こ
と
。

三　

故
な
く
委
員
の
発
言
を
許
可
せ
ず
又
は
委
員
の
動
議
を
議
題
と
し
な
い
こ
と
。

四　

故
な
く
速
記
を
中
止
す
る
こ
と
。

一
五　

通
常
選
挙
後
初
め
て
召
集
さ
れ
る
国
会
に
お
い
て
は
、
新
た
に
全
常
任

委
員
長
を
選
任
す
る
の
を
例
と
す
る

通
常
選
挙
後
初
め
て
召
集
さ
れ
る
国
会
に
お
い
て
は
、
改
選
期
に
当
た
ら
な
か
っ
た
議
員
は
常
任
委
員
を
辞
任
す
る
例

で
あ
り
、
こ
れ
に
伴
い
常
任
委
員
長
は
欠
員
と
な
る
の
で
、
新
た
に
全
常
任
委
員
が
選
任
さ
れ
た
後
、
引
き
続
き
全
常

任
委
員
長
を
選
任
す
る
の
を
例
と
す
る
が
、
次
の
よ
う
な
例
も
あ
る
。

第
三
十
二
回
国
会
に
お
い
て
、
改
選
期
に
当
た
ら
な
か
っ
た
議
員
は
常
任
委
員
を
辞
任
し
な
か
っ
た
の
で
、
新
た
に

当
選
し
た
議
員
に
つ
い
て
の
み
常
任
委
員
の
選
任
を
行
っ
た
後
、
任
期
満
了
に
よ
る
欠
員
中
の
常
任
委
員
長
に
つ

い
て
選
挙
を
行
っ
た
。

第
百
六
十
七
回
国
会
に
お
い
て
、
改
選
期
に
当
た
ら
な
か
っ
た
議
員
は
常
任
委
員
を
辞
任
し
な
か
っ
た
の
で
、
新
た

に
当
選
し
た
議
員
に
つ
い
て
の
み
常
任
委
員
の
選
任
を
行
い
、
次
い
で
改
選
期
に
当
た
ら
な
か
っ
た
常
任
委
員
長



一
六

の
う
ち
議
院
運
営
委
員
長
に
つ
い
て
辞
任
を
許
可
し
た
後
、
同
委
員
長
、
議
長
当
選
に
よ
り
欠
員
と
な
っ
た
懲
罰

委
員
長
及
び
任
期
満
了
に
よ
る
欠
員
中
の
常
任
委
員
長
に
つ
い
て
選
挙
を
行
っ
た
。

第
百
七
十
五
回
国
会
に
お
い
て
、
改
選
期
に
当
た
ら
な
か
っ
た
議
員
は
常
任
委
員
を
辞
任
し
な
か
っ
た
の
で
、
新
た

に
当
選
し
た
議
員
に
つ
い
て
の
み
常
任
委
員
の
選
任
を
行
い
、
次
い
で
改
選
期
に
当
た
ら
な
か
っ
た
常
任
委
員
長

の
う
ち
法
務
委
員
長
及
び
行
政
監
視
委
員
長
に
つ
い
て
辞
任
を
許
可
し
た
後
、
両
委
員
長
、
議
長
当
選
に
よ
り
欠

員
と
な
っ
た
議
院
運
営
委
員
長
及
び
任
期
満
了
に
よ
る
欠
員
中
の
常
任
委
員
長
に
つ
い
て
選
挙
を
行
っ
た
。

第
百
八
十
四
回
国
会
に
お
い
て
、
改
選
期
に
当
た
ら
な
か
っ
た
議
員
は
常
任
委
員
を
辞
任
し
な
か
っ
た
の
で
、
新
た

に
当
選
し
た
議
員
に
つ
い
て
の
み
常
任
委
員
の
選
任
を
行
っ
た
後
、
任
期
満
了
に
よ
る
欠
員
中
の
常
任
委
員
長
に

つ
い
て
選
挙
を
行
っ
た
。

参
照　

一
一
号

一
六　

特
別
委
員
長
は
、
委
員
会
に
お
い
て
そ
の
委
員
が
互
選
す
る 

特
別
委
員
長
の
互
選
は
、
委
員
会
設
置
の
当
日
に
行
う
の
を
例
と
す
る

特
別
委
員
長
は
、
委
員
会
に
お
い
て
そ
の
委
員
が
互
選
す
る
。

国
第
四
五
条



一
七

第
一
章　

委
員
会
の
組
織　
　

第
三
節　

委
員
長

及
び
理
事　
　

第
一
款　

委
員
長　
　

（
一
六
、
一
七
）

特
別
委
員
長
の
互
選
は
、
委
員
会
設
置
の
当
日
に
行
う
の
を
例
と
す
る
が
、
委
員
会
設
置
の
当
日
委
員
の
選
任
が
行
わ

れ
な
か
っ
た
た
め
、
後
日
委
員
の
選
任
の
日
に
、
こ
れ
を
行
っ
た
例
も
あ
る
。

参
照　

一
七
号
、
三
二
四
号
、
諸
表
三

一
七　

特
別
委
員
長
の
互
選
に
当
た
っ
て
は
、
委
員
中
の
年
長
者
が
委
員
長
の

職
務
を
行
う

特
別
委
員
選
任
後
初
め
て
開
会
す
る
委
員
会
は
、
委
員
中
の
年
長
者
が
こ
れ
を
招
集
し
、
委
員
長
の
互
選
に
つ
き
委
員

長
の
職
務
を
行
う
。

年
長
者
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
出
席
委
員
中
の
年
長
者
が
委
員
長
の
職
務
を
行
う
。

参
照　

一
六
号

規
第
八
〇
条

｢

規
第
八
〇
条 

の
八
」　
　



一
八

一
八　

特
別
委
員
長
は
、
会
派
に
対
す
る
割
当
て
に
基
づ
き
、
当
該
会
派
か
ら

推
薦
さ
れ
た
者
に
つ
い
て
、
委
員
長
の
職
務
を
行
う
年
長
者
の
指
名
に

よ
り
選
任
す
る
の
を
例
と
す
る

特
別
委
員
長
は
、
議
院
運
営
委
員
会
理
事
会
に
お
い
て
定
め
た
会
派
に
対
す
る
割
当
て
に
基
づ
き
、
当
該
会
派
か
ら
あ

ら
か
じ
め
推
薦
さ
れ
た
者
に
つ
い
て
、
委
員
長
の
職
務
を
行
う
年
長
者
の
指
名
に
よ
り
選
任
す
る
の
を
例
と
す
る
。

委
員
長
の
職
務
を
行
う
年
長
者
を
委
員
長
に
選
任
す
る
場
合
に
は
、
委
員
の
推
薦
の
動
議
に
よ
る
の
を
例
と
す
る
。

参
照　

一
九
号

一
九　

特
別
委
員
長
を
無
名
投
票
に
よ
り
互
選
し
た
例

特
別
委
員
長
を
会
派
に
割
り
当
て
な
い
場
合
に
お
い
て
、
特
別
委
員
長
を
無
名
投
票
に
よ
り
互
選
し
た
次
の
よ
う
な
例

が
あ
る
。

第
二
回
国
会
在
外
同
胞
引
揚
問
題
に
関
す
る
特
別
委
員
会
（
昭
和
二
十
二
年
十
二
月
十
一
日
）
に
お
い
て
、
委
員
長

を
選
任
す
る
に
当
た
り
、
委
員
草
葉
隆
圓
君
の
動
議
に
よ
り
無
名
投
票
に
よ
っ
て
互
選
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
中
平

国
第
四
五
条

規
第
八
〇
条

｢

規
第
八
〇
条 

の
八
」　
　

規
第
八
〇
条

｢

規
第
八
〇
条 

の
八
」　
　



一
九

第
一
章　

委
員
会
の
組
織　
　

第
三
節　

委
員
長

及
び
理
事　
　

第
一
款　

委
員
長　
　

（
一
八
、
一
九
）

常
太
郎
君
が
当
選
し
た
。

な
お
、
委
員
長
の
職
務
を
行
っ
た
年
長
者
中
平
常
太
郎
君
は
投
票
を
行
っ
た
。

第
七
回
国
会
選
挙
法
改
正
に
関
す
る
特
別
委
員
会
（
昭
和
二
十
四
年
十
二
月
十
五
日
）
に
お
い
て
、
委
員
長
を
選
任

す
る
に
当
た
り
、
委
員
城
義
臣
君
の
動
議
に
よ
り
無
名
投
票
に
よ
っ
て
互
選
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
小
串
清
一
君
が

当
選
し
た
。

な
お
、
委
員
長
の
職
務
を
行
っ
た
年
長
者
小
串
清
一
君
は
投
票
を
行
っ
た
。

第
十
二
回
国
会
平
和
条
約
及
び
日
米
安
全
保
障
条
約
特
別
委
員
会
（
昭
和
二
十
六
年
十
月
十
八
日
）
に
お
い
て
、
委

員
長
を
選
任
す
る
に
当
た
り
、
委
員
岡
本
愛
祐
君
の
動
議
に
よ
り
無
名
投
票
に
よ
っ
て
互
選
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、

大
隈
信
幸
君
が
当
選
し
た
。

な
お
、
委
員
長
の
職
務
を
行
っ
た
年
長
者
伊
達
源
一
郎
君
は
投
票
を
行
わ
な
か
っ
た
。

第
三
十
四
回
国
会
日
米
安
全
保
障
条
約
等
特
別
委
員
会
（
昭
和
三
十
五
年
三
月
十
六
日
）
に
お
い
て
、
委
員
長
を
選

任
す
る
に
当
た
り
、
委
員
井
上
清
一
君
の
動
議
に
よ
り
無
名
投
票
に
よ
っ
て
互
選
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
草
葉
隆
圓

君
が
当
選
し
た
。

な
お
、
委
員
長
の
職
務
を
行
っ
た
年
長
者
野
村
吉
三
郎
君
は
投
票
を
行
っ
た
。

第
百
四
十
五
回
国
会
国
旗
及
び
国
歌
に
関
す
る
特
別
委
員
会
（
平
成
十
一
年
七
月
二
十
八
日
）
に
お
い
て
、
委
員
長



二
〇

を
選
任
す
る
に
当
た
り
、
委
員
鴻
池
祥
肇
君
の
動
議
に
よ
り
無
名
投
票
に
よ
っ
て
互
選
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
岩
崎

純
三
君
が
当
選
し
た
。

な
お
、
委
員
長
の
職
務
を
行
っ
た
年
長
者
岩
崎
純
三
君
は
投
票
を
行
っ
た
。

第
百
七
十
七
回
国
会
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
委
員
会
（
平
成
二
十
三
年
六
月
十
三
日
）
に
お
い
て
、
委
員
長
を
選

任
す
る
に
当
た
り
、
委
員
長
の
職
務
を
行
っ
た
年
長
者
川
口
順
子
君
の
発
議
に
よ
り
無
名
投
票
に
よ
っ
て
互
選
を

行
っ
た
と
こ
ろ
、
柳
田
稔
君
が
当
選
し
た
。

な
お
、
川
口
順
子
君
は
投
票
を
行
っ
た
。

参
照　

一
八
号

二
〇　

常
任
委
員
長
が
特
別
委
員
長
を
兼
ね
た
例

常
任
委
員
長
は
特
別
委
員
長
を
兼
ね
な
い
の
を
例
と
す
る
が
、
常
任
委
員
長
が
特
別
委
員
長
に
選
任
さ
れ
た
例
も
あ
る
。

そ
の
主
な
例
を
挙
げ
れ
ば
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

第
十
二
回
国
会
平
和
条
約
及
び
日
米
安
全
保
障
条
約
特
別
委
員
会
（
昭
和
二
十
六
年
十
月
十
八
日
）
に
お
い
て
、
外

務
委
員
長
大
隈
信
幸
君
は
、
同
特
別
委
員
長
に
互
選
さ
れ
た
。



二
一

第
一
章　

委
員
会
の
組
織　
　

第
三
節　

委
員
長
及
び
理
事　
　

第
一
款　

委
員
長　
　

（
二
〇
）

な
お
、
同
君
は
、
十
一
月
十
四
日
外
務
委
員
長
を
辞
任
し
た
。

第
三
十
四
回
国
会
日
米
安
全
保
障
条
約
等
特
別
委
員
会
（
昭
和
三
十
五
年
三
月
十
六
日
）
に
お
い
て
、
外
務
委
員
長

草
葉
隆
圓
君
は
、
同
特
別
委
員
長
に
互
選
さ
れ
た
。

な
お
、
同
君
は
、
同
月
二
十
一
日
外
務
委
員
長
を
辞
任
し
た
。

第
五
十
回
国
会
日
韓
条
約
等
特
別
委
員
会
（
昭
和
四
十
年
十
一
月
二
十
日
）
に
お
い
て
、
外
務
委
員
長
寺
尾
豊
君
は
、

同
特
別
委
員
長
に
選
任
さ
れ
た
。

な
お
、
同
君
は
、
十
二
月
十
三
日
同
特
別
委
員
会
消
滅
ま
で
、
外
務
委
員
長
と
兼
務
し
た
。

第
百
二
十
一
回
国
会
国
会
等
の
移
転
に
関
す
る
特
別
委
員
会
（
平
成
三
年
八
月
五
日
）
に
お
い
て
、
議
院
運
営
委
員

長
伊
江
朝
雄
君
は
、
同
特
別
委
員
長
に
選
任
さ
れ
た
。

な
お
、
同
君
は
、
十
一
月
四
日
同
特
別
委
員
会
消
滅
ま
で
、
議
院
運
営
委
員
長
と
兼
務
し
た
。

参
照　

三
一
号



二
二

二
一　

特
別
委
員
長
を
選
任
し
た
と
き
は
、
選
任
の
当
日
文
書
を
も
っ
て
議
長

に
報
告
す
る

特
別
委
員
長
を
選
任
し
た
と
き
は
、
委
員
長
の
職
務
を
行
っ
た
年
長
者
か
ら
、
ま
た
、
特
別
委
員
長
の
補
欠
選
任
を

行
っ
た
と
き
は
、
委
員
長
代
理
理
事
か
ら
、
選
任
の
当
日
そ
の
結
果
を
文
書
を
も
っ
て
議
長
に
報
告
す
る
。

参
照　

一
八
号
、
一
九
号
、
二
三
号

二
二　

特
別
委
員
長
の
辞
任
は
、
委
員
会
が
許
可
す
る

特
別
委
員
長
が
辞
任
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
文
書
で
理
事
に
そ
の
旨
を
申
し
出
、
理
事
は
委
員
会
に
諮
っ
て
こ
れ
を

許
可
す
る
。

な
お
、
特
別
委
員
長
の
所
属
会
派
が
当
該
特
別
委
員
長
の
割
当
て
を
失
っ
た
と
き
又
は
特
別
委
員
長
が
国
務
大
臣
等
兼

務
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
職
に
就
任
し
た
と
き
に
は
、
特
別
委
員
長
は
そ
の
辞
任
を
申
し
出
る
も
の
と
す
る
。
そ
の

例
を
挙
げ
れ
ば
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

第
四
十
八
回
国
会
に
お
い
て
、
災
害
対
策
特
別
委
員
長
白
木
義
一
郎
君
は
、
所
属
会
派
（
公
明
党
）
が
災
害
対
策
特

（
規
第
八
〇
条
）

規
第
八
〇
条

（
国
第
三
一
条
）

｢

規
第
八
〇
条 

の
八
」　
　



二
三

第
一
章　

委
員
会
の
組
織　
　

第
三
節　

委
員
長

及
び
理
事　
　

第
一
款　

委
員
長　
　

（
二
一
、
二
二
）

別
委
員
長
の
割
当
て
を
失
っ
た
た
め
、
災
害
対
策
特
別
委
員
会
理
事
藤
野
繁
雄
君
に
対
し
、
文
書
を
も
っ
て
特
別

委
員
長
の
辞
任
を
申
し
出
、
委
員
会
は
こ
れ
を
許
可
し
た
。

以
後
同
例
が
あ
る
。

第
九
十
三
回
国
会
閉
会
後
に
お
い
て
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
特
別
委
員
長
安
孫
子
藤
吉
君
は
、
国
務
大
臣
に
就
任
し
た

た
め
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
特
別
委
員
会
理
事
亀
井
久
興
君
に
対
し
、
文
書
を
も
っ
て
特
別
委
員
長
の
辞
任
を
申
し

出
た
が
、
次
の
国
会
の
召
集
日
が
間
近
で
あ
っ
た
た
め
、
こ
れ
を
諮
る
委
員
会
は
開
か
れ
な
か
っ
た
。

な
お
、
同
委
員
長
は
、
次
の
国
会
の
開
会
と
同
時
に
特
別
委
員
会
が
消
滅
し
た
た
め
、
そ
の
地
位
を
失
っ
た
。

以
後
同
例
が
あ
る
。

第
百
二
十
二
回
国
会
に
お
い
て
、
国
会
等
の
移
転
に
関
す
る
特
別
委
員
長
伊
江
朝
雄
君
は
、
国
務
大
臣
に
就
任
し
た

た
め
、
国
会
等
の
移
転
に
関
す
る
特
別
委
員
会
理
事
井
上
孝
君
に
対
し
、
文
書
を
も
っ
て
特
別
委
員
長
の
辞
任
を

申
し
出
、
委
員
会
は
こ
れ
を
許
可
し
た
。

第
百
八
十
二
回
国
会
に
お
い
て
、
政
府
開
発
援
助
等
に
関
す
る
特
別
委
員
長
伊
達
忠
一
君
は
、
内
閣
府
副
大
臣
に
就

任
し
た
た
め
、
政
府
開
発
援
助
等
に
関
す
る
特
別
委
員
会
理
事
中
村
博
彦
君
に
対
し
、
文
書
を
も
っ
て
特
別
委
員

長
の
辞
任
を
申
し
出
、
委
員
会
は
こ
れ
を
許
可
し
た
。

第
百
八
十
四
回
国
会
閉
会
後
に
お
い
て
、
災
害
対
策
特
別
委
員
長
横
山
信
一
君
は
、
農
林
水
産
大
臣
政
務
官
に
就
任



二
四

し
た
た
め
、
災
害
対
策
特
別
委
員
会
理
事
西
田
実
仁
君
に
対
し
、
文
書
を
も
っ
て
特
別
委
員
長
の
辞
任
を
申
し
出
、

委
員
会
は
こ
れ
を
許
可
し
た
。

そ
の
他
同
例
が
あ
る
。

参
照　

二
三
号
、
二
五
号
、
三
二
五
号

二
三　

特
別
委
員
長
の
辞
任
を
許
可
し
た
と
き
は
、
引
き
続
き
そ
の
補
欠
選
任

を
行
う
の
を
例
と
す
る

委
員
会
に
お
い
て
、
特
別
委
員
長
の
辞
任
を
許
可
し
た
と
き
は
、
当
日
の
委
員
会
に
お
い
て
引
き
続
き
そ
の
補
欠
選
任

を
行
う
の
を
例
と
す
る
。

な
お
、
特
別
委
員
長
の
補
欠
選
任
を
行
う
場
合
に
は
、
委
員
の
推
薦
の
動
議
に
よ
っ
た
例
が
多
い
。

参
照　

一
八
号
、
二
二
号
、
三
二
六
号



二
五

第
一
章　

委
員
会
の
組
織　
　

第
三
節　

委
員
長

及
び
理
事　
　

第
一
款　

委
員
長　
　

（
二
三
、
二
四
）

第
二
款　

理
事　
　

（
二
五
）

二
四　

委
員
長
は
、
委
員
会
の
運
営
に
関
し
協
議
す
る
た
め
理
事
会
を
開
く

委
員
長
は
、
委
員
会
の
運
営
に
関
し
理
事
と
協
議
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
理
事
会
（
委
員
長
及
び
理
事
の
打

合
せ
会
）
を
開
く
。

理
事
会
の
開
会
は
、
あ
ら
か
じ
め
参
議
院
公
報
を
も
っ
て
通
知
す
る
の
を
例
と
す
る
が
、
必
要
に
応
じ
随
時
口
頭
に
よ

り
通
知
し
た
例
も
あ
る
。

な
お
、
議
院
運
営
委
員
会
に
お
い
て
は
、
そ
の
所
管
事
項
中
、
各
会
派
間
の
交
渉
に
関
す
る
も
の
等
に
つ
い
て
は
、
理

事
会
限
り
に
お
い
て
処
理
す
る
の
を
例
と
す
る
。

第
二
款　
理
事

二
五　

委
員
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
又
は
委
員
長
が
欠
け
た
と
き
は
、
理
事
が

委
員
長
の
職
務
を
行
う

委
員
長
が
そ
の
職
務
を
行
う
に
つ
き
事
故
が
あ
る
と
き
又
は
委
員
長
が
欠
け
た
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
委
員
長
の
委
託

（
国
第
四
八
条
）

⎛

規
第
三
一
条⎞

⎜
｢

規
第
八
〇

条⎜
⎝

 

　
の
八
」　⎠

規
第
三
一
条

｢

規
第
八
〇
条 

の
八
」　
　



二
六

を
受
け
た
理
事
が
委
員
長
の
職
務
を
行
う
。

委
員
長
の
委
託
を
受
け
た
理
事
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
理
事
か
ら
委
託
を
受
け
た
理
事
が
委
員
長

の
職
務
を
行
う
。

委
員
長
の
委
託
を
受
け
た
理
事
が
な
い
と
き
は
、
理
事
の
協
議
に
よ
っ
て
委
員
長
の
職
務
を
行
う
理
事
を
定
め
る
の
を

例
と
す
る
が
、
次
の
よ
う
な
例
も
あ
る
。

（一）　

委
員
会
に
お
い
て
委
員
長
の
職
務
を
行
う
理
事
を
定
め
た
例

第
十
一
回
国
会
公
職
選
挙
法
改
正
に
関
す
る
特
別
委
員
会
（
昭
和
二
十
六
年
八
月
十
七
日
）
に
お
い
て
、
委
員
長
に

選
任
さ
れ
た
堀
末
治
君
が
渡
米
中
の
た
め
、
委
員
会
の
決
定
に
基
づ
き
、
理
事
池
田
宇
右
衞
門
君
が
委
員
長
の
職

務
を
行
っ
た
。

（二）　

委
員
の
協
議
に
よ
り
委
員
長
の
職
務
を
行
う
理
事
を
定
め
た
例

第
十
九
回
国
会
内
閣
委
員
会
に
お
い
て
、
委
員
長
小
酒
井
義
男
君
が
委
員
長
島
銀
藏
君
外
四
名
提
出
の
委
員
会
開
会

要
求
に
応
じ
な
か
っ
た
た
め
、
内
閣
委
員
の
協
議
（
昭
和
二
十
九
年
六
月
八
日
）
に
よ
り
、
委
員
長
に
事
故
が
あ

る
も
の
と
認
め
、
理
事
長
島
銀
藏
君
が
委
員
長
の
職
務
を
行
う
べ
き
も
の
と
決
定
し
た
。
よ
っ
て
、
同
君
は
翌
九

日
委
員
会
を
招
集
し
た
。

第
十
九
回
国
会
地
方
行
政
委
員
会
に
お
い
て
、
委
員
長
内
村
清
次
君
が
委
員
石
村
幸
作
君
外
五
名
提
出
の
委
員
会
開



二
七

第
一
章　

委
員
会
の
組
織　
　

第
三
節　

委
員
長
及
び
理
事　
　

第
二
款　

理
事　
　

（
二
六
）

会
要
求
に
応
じ
な
か
っ
た
た
め
、
地
方
行
政
委
員
の
協
議
（
昭
和
二
十
九
年
六
月
八
日
）
に
よ
り
、
委
員
長
に
事

故
が
あ
る
も
の
と
認
め
、
理
事
堀
末
治
君
が
委
員
長
の
職
務
を
行
う
べ
き
も
の
と
決
定
し
た
。
よ
っ
て
、
同
君
は

翌
九
日
委
員
会
を
招
集
し
た
。

参
照　

二
六
号
、
三
六
号
、
二
九
二
号
、
四
〇
四
号

二
六　

委
員
長
の
信
任
に
関
す
る
議
事
に
つ
い
て
は
、
委
員
長
の
委
託
を
受
け

た
理
事
が
委
員
長
の
職
務
を
行
う

委
員
長
の
不
信
任
動
議
に
関
す
る
議
事
に
つ
い
て
は
、
委
員
長
の
委
託
を
受
け
た
理
事
が
委
員
長
の
職
務
を
行
う
の
を

例
と
す
る
。参

照　

二
五
号
、
諸
表
一
二

規
第
三
一
条

｢

規
第
八
〇
条 

の
八
」　
　



二
八

二
七　

常
任
委
員
会
の
理
事
は
、
議
院
運
営
委
員
会
に
お
い
て
定
め
た
常
任
委

員
会
の
理
事
の
選
任
基
準
に
よ
り
、
議
院
運
営
委
員
会
理
事
会
に
お
い

て
各
会
派
に
割
り
当
て
、
各
委
員
会
に
お
い
て
選
任
す
る

常
任
委
員
会
の
理
事
は
、
議
院
運
営
委
員
会
に
お
い
て
定
め
た
常
任
委
員
会
の
理
事
の
選
任
基
準
に
よ
り
、
議
院
運
営

委
員
会
理
事
会
に
お
い
て
各
会
派
に
割
り
当
て
、
こ
れ
に
基
づ
き
各
委
員
会
に
お
い
て
選
任
す
る
。

○
常
任
委
員
会
の
理
事
の
選
任
基
準
に
関
す
る
議
院
運
営
委
員
会
決
定

第
二
十
五
回
国
会
議
院
運
営
委
員
会
（
昭
和
三
十
一
年
十
一
月
十
四
日
）

一　

理
事
の
数
は
、
各
委
員
会
の
委
員
数
五
人
に
つ
き
一
人
の
割
合
に
よ
っ
て
決
定
す
る
。

二　

各
派
に
対
す
る
割
当
は
、
理
事
総
数
を
各
派
の
所
属
議
員
数
の
比
率
に
よ
っ
て
按
分
し
て
決
定
す
る
。

（
注
）
第
一
回
国
会
議
院
運
営
委
員
打
合
会
（
昭
和
二
十
二
年
六
月
二
十
五
日
）、
第
三
回
国
会
議
院
運
営
委
員
会
（
昭
和
二
十
三

年
十
月
十
三
日
）、
第
八
回
国
会
同
委
員
会
（
昭
和
二
十
五
年
七
月
十
三
日
）
及
び
第
二
十
二
回
国
会
同
委
員
会
（
昭
和
三

十
年
三
月
二
十
四
日
）
に
お
い
て
も
、
右
の
基
準
に
関
し
同
趣
旨
の
決
定
が
あ
っ
た
。

第
四
十
九
回
国
会
議
院
運
営
委
員
会
（
昭
和
四
十
年
七
月
三
十
日
）

常
任
委
員
会
の
理
事
は
所
属
議
員
十
人
以
上
の
会
派
に
対
し
て
割
り
当
て
る
。

規
第
三
一
条



二
九

第
一
章　

委
員
会
の
組
織　
　

第
三
節　

委
員
長

及
び
理
事　
　

第
二
款　

理
事　
　

（
二
七
、
二
八
）

参
照　

二
九
号

二
八　

特
別
委
員
会
の
理
事
は
、
議
院
運
営
委
員
会
理
事
会
に
お
い
て
定
め
た

理
事
の
数
及
び
各
会
派
に
対
す
る
割
当
て
に
基
づ
き
、
委
員
会
に
お
い

て
選
任
す
る
の
を
例
と
す
る

特
別
委
員
会
の
理
事
は
、
あ
ら
か
じ
め
議
院
運
営
委
員
会
理
事
会
に
お
い
て
定
め
た
理
事
の
数
及
び
各
会
派
に
対
す
る

割
当
て
に
基
づ
き
、
委
員
会
に
お
い
て
選
任
す
る
の
を
例
と
す
る
。

議
院
運
営
委
員
会
理
事
会
の
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
理
事
の
数
は
、
常
任
委
員
会
の
例
に
準
じ
、
原
則
と
し
て
委
員
数

五
人
に
つ
き
一
人
の
割
合
で
定
め
、
各
会
派
に
対
す
る
割
当
て
は
、
所
属
議
員
十
人
以
上
の
会
派
に
対
し
て
、
そ
の
所

属
議
員
数
を
考
慮
し
て
定
め
る
の
を
例
と
す
る
。

な
お
、
理
事
を
置
か
な
か
っ
た
次
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。

第
十
回
国
会
弔
詞
案
起
草
に
関
す
る
特
別
委
員
会
（
昭
和
二
十
六
年
五
月
十
九
日
）
に
お
い
て
は
、
理
事
を
選
任
し

な
か
っ
た
。

な
お
、
同
特
別
委
員
会
は
同
日
を
も
っ
て
消
滅
し
た
。

規
第
三
一
条



三
〇

以
後
同
例
が
あ
る
。

第
十
五
回
国
会
立
太
子
の
礼
及
び
成
年
式
に
つ
き
た
て
ま
つ
る
賀
詞
案
起
草
特
別
委
員
会
（
昭
和
二
十
七
年
十
一
月

八
日
）
に
お
い
て
は
、
理
事
を
選
任
し
な
か
っ
た
。

な
お
、
同
特
別
委
員
会
は
同
日
を
も
っ
て
消
滅
し
た
。

以
後
同
例
が
あ
る
。

参
照　

二
七
号
、
二
九
号
、
三
二
七
号

二
九　

理
事
は
、
委
員
長
の
指
名
に
よ
り
選
任
す
る
の
を
例
と
す
る

理
事
は
、
投
票
に
よ
ら
な
い
で
、
委
員
長
の
発
議
又
は
委
員
の
動
議
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
各
会
派
か
ら
推
薦
さ
れ
た

者
に
つ
い
て
、
委
員
長
の
指
名
に
よ
り
選
任
す
る
の
を
例
と
す
る
。

な
お
、
委
員
長
が
委
員
会
散
会
後
指
名
し
た
次
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。

第
六
回
国
会
内
閣
委
員
会
（
昭
和
二
十
四
年
十
月
二
十
八
日
）
に
お
い
て
、
理
事
補
欠
選
任
に
当
た
り
、
委
員
会
は
、

こ
れ
を
委
員
長
河
井
彌
八
君
の
指
名
に
一
任
し
た
が
、
委
員
長
は
委
員
会
に
お
い
て
指
名
を
行
わ
ず
、
委
員
会
散

会
後
佐
々
木
鹿
藏
君
を
理
事
に
指
名
し
た
。

規
第
三
一
条

｢

規
第
八
〇
条 

の
八
」　
　



三
一

第
一
章　

委
員
会
の
組
織　
　

第
三
節　

委
員
長

及
び
理
事　
　

第
二
款　

理
事　
　

（
二
九
―
三
一
）

そ
の
他
同
例
が
あ
る
。

参
照　

二
七
号
、
二
八
号

三
〇　

理
事
を
選
任
し
た
と
き
は
、
選
任
の
当
日
委
員
長
か
ら
文
書
を
も
っ
て

議
長
に
報
告
す
る

理
事
を
選
任
し
た
と
き
は
、
選
任
の
当
日
そ
の
結
果
を
委
員
長
か
ら
文
書
を
も
っ
て
議
長
に
報
告
す
る
。

参
照　

二
九
号
、
三
四
号
、
三
五
号

三
一　

常
任
委
員
長
及
び
特
別
委
員
長
は
、
理
事
を
兼
ね
な
い

常
任
委
員
長
及
び
特
別
委
員
長
は
、
常
任
委
員
会
の
理
事
を
兼
ね
な
い
。
ま
た
、
常
任
委
員
長
及
び
特
別
委
員
長
は
、

特
別
委
員
会
の
理
事
を
兼
ね
な
い
の
を
例
と
す
る
。

○
常
任
委
員
会
の
理
事
の
選
任
基
準
に
関
す
る
議
院
運
営
委
員
会
決
定

第
二
十
五
回
国
会
議
院
運
営
委
員
会
（
昭
和
三
十
一
年
十
一
月
十
四
日
）



三
二

常
任
委
員
長
は
常
任
委
員
会
の
理
事
を
兼
ね
な
い
。

第
四
十
三
回
国
会
議
院
運
営
委
員
会
理
事
会
（
昭
和
三
十
八
年
七
月
五
日
）

特
別
委
員
長
は
常
任
委
員
会
の
理
事
を
兼
ね
な
い
。

参
照　

二
〇
号

三
二　

常
任
委
員
会
の
理
事
は
、
他
の
常
任
委
員
会
の
理
事
を
兼
ね
な
い

常
任
委
員
会
の
理
事
は
、
他
の
常
任
委
員
会
の
理
事
を
兼
ね
な
い
。

○
常
任
委
員
会
の
理
事
の
選
任
基
準
に
関
す
る
議
院
運
営
委
員
会
決
定

第
二
十
五
回
国
会
議
院
運
営
委
員
会
（
昭
和
三
十
一
年
十
一
月
十
四
日
）

常
任
委
員
会
の
理
事
は
他
の
常
任
委
員
会
の
理
事
を
兼
ね
な
い
。

三
三　

理
事
の
辞
任
は
、
委
員
会
が
許
可
す
る

理
事
が
辞
任
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
文
書
で
委
員
長
に
そ
の
旨
を
申
し
出
、
委
員
長
は
委
員
会
に
諮
っ
て
こ
れ
を
許

規
第
三
一
条

｢

規
第
八
〇
条 

の
八
」　
　



三
三

第
一
章　

委
員
会
の
組
織　
　

第
三
節　

委
員
長

及
び
理
事　
　

第
二
款　

理
事　
　

（
三
二
、
三
三
）

可
す
る
。

理
事
が
委
員
を
辞
任
し
た
と
き
及
び
理
事
が
当
該
委
員
長
に
選
任
さ
れ
た
と
き
は
、
当
然
に
そ
の
地
位
を
失
う
。

な
お
、
理
事
が
所
属
会
派
を
変
更
し
た
と
き
、
理
事
の
所
属
会
派
が
当
該
理
事
の
割
当
て
を
失
っ
た
と
き
又
は
理
事
が

常
任
委
員
長
、
国
務
大
臣
等
兼
務
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
職
に
就
任
し
た
と
き
に
は
、
理
事
は
そ
の
辞
任
を
申
し
出

る
も
の
と
す
る
。
そ
の
例
を
挙
げ
れ
ば
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

第
五
回
国
会
に
お
い
て
、
文
部
委
員
会
理
事
高
良
と
み
君
は
、
民
主
党
か
ら
緑
風
会
に
所
属
会
派
を
変
更
し
た
た
め
、

文
部
委
員
長
田
中
耕
太
郎
君
に
対
し
、
文
書
を
も
っ
て
理
事
の
辞
任
を
申
し
出
、
委
員
会
は
こ
れ
を
許
可
し
た
。

第
五
回
国
会
に
お
い
て
、
議
院
運
営
委
員
会
理
事
原
虎
一
君
は
、
所
属
会
派
（
日
本
社
会
党
）
が
議
院
運
営
委
員
会

の
理
事
の
割
当
て
を
失
っ
た
た
め
、
議
院
運
営
委
員
長
梅
原
眞
隆
君
に
対
し
、
文
書
を
も
っ
て
理
事
の
辞
任
を
申

し
出
、
委
員
会
は
こ
れ
を
許
可
し
た
。

そ
の
他
同
例
が
あ
る
。

第
三
十
九
回
国
会
に
お
い
て
、
決
算
委
員
会
理
事
仲
原
善
一
君
は
、
農
林
水
産
委
員
長
に
選
任
さ
れ
た
た
め
、
決
算

委
員
長
岸
田
幸
雄
君
に
対
し
、
文
書
を
も
っ
て
理
事
の
辞
任
を
申
し
出
、
委
員
会
は
こ
れ
を
許
可
し
た
。

第
四
十
六
回
国
会
閉
会
後
に
お
い
て
、
建
設
委
員
会
理
事
増
原
恵
吉
君
は
、
国
務
大
臣
に
任
命
さ
れ
た
た
め
、
建
設

委
員
長
安
田
敏
雄
君
に
対
し
、
文
書
を
も
っ
て
理
事
の
辞
任
を
申
し
出
、
委
員
会
は
こ
れ
を
許
可
し
た
。



三
四

第
百
七
十
二
回
国
会
に
お
い
て
、
文
教
科
学
委
員
会
理
事
鈴
木
寛
君
は
、
文
部
科
学
副
大
臣
に
任
命
さ
れ
た
た
め
、

文
教
科
学
委
員
長
中
川
雅
治
君
に
対
し
、
文
書
を
も
っ
て
理
事
の
辞
任
を
申
し
出
、
第
百
七
十
三
回
国
会
に
お
い

て
、
委
員
会
は
こ
れ
を
許
可
し
た
。

第
百
七
十
二
回
国
会
に
お
い
て
、
総
務
委
員
会
理
事
長
谷
川
憲
正
君
は
、
総
務
大
臣
政
務
官
に
任
命
さ
れ
た
た
め
、

総
務
委
員
会
理
事
高
嶋
良
充
君
に
対
し
、
文
書
を
も
っ
て
理
事
の
辞
任
を
申
し
出
、
第
百
七
十
三
回
国
会
に
お
い

て
、
委
員
会
は
こ
れ
を
許
可
し
た
。

第
百
七
十
六
回
国
会
閉
会
後
に
お
い
て
、
内
閣
委
員
会
理
事
芝
博
一
君
は
、
内
閣
総
理
大
臣
補
佐
官
に
任
命
さ
れ
た

た
め
、
内
閣
委
員
長
松
井
孝
治
君
に
対
し
、
文
書
を
も
っ
て
理
事
の
辞
任
を
申
し
出
、
第
百
七
十
七
回
国
会
に
お

い
て
、
委
員
会
は
こ
れ
を
許
可
し
た
。

そ
の
他
同
例
が
あ
る
。

参
照　

三
四
号
、
三
五
号



三
五

第
一
章　

委
員
会
の
組
織　
　

第
三
節　

委
員
長

及
び
理
事　
　

第
二
款　

理
事　
　

（
三
四
、
三
五
）

三
四　

理
事
の
辞
任
を
許
可
し
た
と
き
は
、
引
き
続
き
そ
の
補
欠
選
任
を
行
う

の
を
例
と
す
る

委
員
会
に
お
い
て
、
理
事
の
辞
任
を
許
可
し
た
と
き
は
、
当
日
の
委
員
会
に
お
い
て
引
き
続
き
そ
の
補
欠
選
任
を
行
う

の
を
例
と
す
る
が
、
後
日
の
委
員
会
に
お
い
て
選
任
し
た
次
の
よ
う
な
例
も
あ
る
。

第
十
九
回
国
会
に
お
い
て
、
法
務
委
員
会
理
事
小
野
義
夫
君
は
昭
和
二
十
九
年
三
月
五
日
委
員
会
の
許
可
を
得
て
理

事
を
辞
任
し
た
が
、
法
務
委
員
会
は
、
当
日
そ
の
補
欠
選
任
を
行
わ
ず
、
次
回
の
委
員
会
（
同
月
九
日
）
に
お
い

て
理
事
に
上
原
正
吉
君
を
選
任
し
た
。

そ
の
他
同
例
が
あ
る
。

参
照　

二
九
号
、
三
三
号

三
五　

理
事
が
そ
の
地
位
を
失
っ
た
と
き
は
、
最
近
の
委
員
会
に
お
い
て
そ
の

補
欠
選
任
を
行
う
の
を
例
と
す
る

理
事
が
そ
の
地
位
を
失
っ
た
と
き
は
、
最
近
の
委
員
会
に
お
い
て
そ
の
補
欠
選
任
を
行
う
の
を
例
と
す
る
が
、
次
の
よ



三
六

う
な
例
も
あ
る
。

第
二
十
四
回
国
会
に
お
い
て
、
法
務
委
員
会
理
事
小
林
亦
治
君
は
昭
和
三
十
一
年
五
月
四
日
法
務
委
員
を
辞
任
し
た

た
め
、
法
務
委
員
会
の
理
事
に
欠
員
を
生
じ
た
が
、
同
委
員
会
は
、
最
近
の
委
員
会
（
同
月
十
五
日
）
に
お
い
て

は
そ
の
補
欠
選
任
を
行
わ
ず
、
同
月
十
七
日
の
委
員
会
に
お
い
て
理
事
に
亀
田
得
治
君
を
選
任
し
た
。

そ
の
他
同
例
が
あ
る
。

参
照　

二
九
号
、
三
三
号

三
六　

理
事
に
事
故
が
あ
り
又
は
理
事
選
任
前
の
た
め
、
委
員
が
委
員
長
の
職

務
を
行
っ
た
例

（一）　

委
員
長
の
委
託
を
受
け
た
理
事
か
ら
委
託
さ
れ
た
委
員
が
委
員
長
の
職
務
を
行
っ
た
例

第
二
回
国
会
労
働
委
員
会
（
昭
和
二
十
三
年
四
月
二
十
七
日
）
に
お
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
委
員
長
原
虎
一
君
の
委
託
を

受
け
た
理
事
堀
末
治
君
は
、
事
故
の
た
め
他
の
理
事
に
委
託
し
よ
う
と
し
た
が
、
い
ず
れ
も
事
故
が
あ
っ
た
た
め
、

委
員
中
の
年
長
者
姫
井
伊
介
君
に
委
託
し
、
同
君
は
委
員
長
の
職
務
を
行
っ
た
。

第
七
回
国
会
厚
生
委
員
会
（
昭
和
二
十
五
年
四
月
十
八
日
）
に
お
い
て
、
委
員
長
の
職
務
を
行
っ
て
い
た
理
事
藤
森
眞



三
七

第
一
章　

委
員
会
の
組
織　
　

第
三
節　

委
員
長
及
び
理
事　
　

第
二
款　

理
事　
　

（
三
六
）

治
君
は
、
討
論
を
行
う
に
当
た
り
、
他
の
理
事
が
い
ず
れ
も
欠
席
し
た
た
め
、
委
員
中
の
年
長
者
中
平
常
太
郎
君
に

委
託
し
、
同
君
は
委
員
長
の
職
務
を
行
っ
た
。

第
十
三
回
国
会
法
務
委
員
会
（
昭
和
二
十
七
年
二
月
二
十
三
日
）
に
お
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
委
員
長
小
野
義
夫
君
の
委

託
を
受
け
た
理
事
伊
藤
修
君
は
、
質
疑
を
行
う
に
当
た
り
、
他
の
理
事
が
い
ず
れ
も
欠
席
し
た
た
め
、
委
員
岡
部
常

君
に
委
託
し
、
同
君
は
委
員
長
の
職
務
を
行
っ
た
。

（二）　

理
事
選
任
前
の
た
め
、
あ
ら
か
じ
め
委
員
長
か
ら
委
託
さ
れ
た
委
員
が
委
員
長
の
職
務
を
行
っ

た
例

第
一
回
国
会
労
働
委
員
会
（
昭
和
二
十
二
年
七
月
四
日
）
に
お
い
て
、
理
事
選
任
前
の
た
め
、
委
員
長
原
虎
一
君
か
ら

あ
ら
か
じ
め
委
託
を
受
け
た
委
員
中
の
年
長
者
姫
井
伊
介
君
は
、
理
事
選
任
に
つ
き
委
員
長
の
職
務
を
行
っ
た
。

以
後
同
例
が
あ
る
。

（三）　

特
別
委
員
長
互
選
の
当
日
選
任
さ
れ
た
委
員
長
に
事
故
が
あ
っ
た
た
め
、
委
員
会
に
諮
り
、
年

長
者
が
引
き
続
き
理
事
選
任
に
つ
き
委
員
長
の
職
務
を
行
っ
た
例

第
十
一
回
国
会
公
職
選
挙
法
改
正
に
関
す
る
特
別
委
員
会
（
昭
和
二
十
六
年
八
月
十
七
日
）
に
お
い
て
、
年
長
者
松
原

一
彦
君
は
、
委
員
長
に
選
任
さ
れ
た
堀
末
治
君
が
渡
米
中
の
た
め
、
委
員
会
に
諮
り
異
議
が
な
か
っ
た
の
で
、
理
事

選
任
及
び
委
員
長
の
職
務
を
行
う
理
事
の
選
定
に
つ
き
委
員
長
の
職
務
を
行
っ
た
。



三
八

第
十
六
回
国
会
水
害
地
緊
急
対
策
特
別
委
員
会
（
昭
和
二
十
八
年
六
月
三
十
日
）
に
お
い
て
、
年
長
者
小
野
義
夫
君
は
、

委
員
長
に
選
任
さ
れ
た
矢
嶋
三
義
君
が
欠
席
し
て
い
た
た
め
、
委
員
会
に
諮
り
異
議
が
な
か
っ
た
の
で
、
理
事
選
任

に
つ
き
委
員
長
の
職
務
を
行
っ
た
。

以
後
同
例
が
あ
る
。

な
お
、
理
事
に
事
故
が
な
か
っ
た
が
、
審
査
の
便
宜
の
た
め
、
小
委
員
長
が
委
員
長
の
職
務
を
行
っ
た
次
の
よ
う
な
例

が
あ
る
。

第
十
二
回
国
会
通
商
産
業
委
員
会
（
昭
和
二
十
六
年
十
一
月
二
十
一
日
）
に
お
い
て
、
中
小
企
業
年
末
金
融
対
策
に

関
し
て
参
考
人
の
意
見
を
聴
取
す
る
に
当
た
り
、
委
員
長
竹
中
七
郎
君
は
、
事
故
が
あ
っ
た
た
め
、
あ
ら
か
じ
め

理
事
の
了
解
を
得
て
中
小
企
業
に
関
す
る
小
委
員
長
松
本
昇
君
に
委
託
し
、
同
君
は
委
員
長
の
職
務
を
行
っ
た
。

参
照　

二
五
号


